
R7.4.1 市⺠課

　

福祉医療

　マイナンバーカードの住所変更をした翌⽇から、マイ
ナンバーカードを使用してコンビニで証明書を取得でき
ます。

・マイナンバーカード

　ご希望の方は、各園へご相談ください。

児童扶養手当
遺児手当
(ひとり親家庭等)

マイナンバーカード
住⺠基本台帳カード
在留カード
特別永住者証明書

・在留カード
・特別永住者証明書

・来庁者の本人確認書類
・請求者の資格確認書等
(健康保険証を含む）
※マイナ保険証を除く
・請求者名義の口座内容
のわかるもの
・請求者及び配偶者のマイ
ナンバーのわかるもの

　ひとり親家庭になった方で、児童の年齢が１８歳以
下(１８歳に達した年度末まで)の場合が対象です。
ただし、児童扶養⼿当のみ児童が重度、中度の障害
がある場合は、児童の年齢が２０歳に達するまで対
象です。
※すでに⼿当の認定を受けている方も⼿続きが必要
です。

・本人確認書類
※面談が必要となります。
担当にお問い合わせくださ
い。

　ご希望の方は、担当へご相談ください。

コンビニ交付

     転入された方へ（ご案内）

担　　　当項　　目 内　　　容 持　　ち　　物

　　受　　付　　時　　間

　住所が変わりますと、様々な届出が必要になります。次の項目に該当される方は、各担当窓口で⼿続きをしてください。ただし、　　      　  の
項目は、住⺠登録が終わってからの⼿続きになりますので当⽇に⼿続きをされる方は、お呼びするまで市⺠課でお待ちください。

午前８時３０分から午後５時１５分まで（⼟曜、⽇曜、祝⽇、年末年始を除く）

【支　　所】
★マークがついた項目の⼀部は支所でも⼿続きできます。全ては⾏えませんので、詳しくは、北部・桜井・明祥支所にご確認ください。
【くらしの⼿続きガイド】
簡単な質問に答えるだけで必要な⼿続き、持ち物、窓口の場所がご確認いただけます。QRコードからアクセスしてください。

窓口　　１
（本庁舎　１階）
市⺠課　証明係
電話 71-2221

窓口　３
 (本庁舎１階）
こども課
子育て支援係
電話 71-2227

窓口　６
 (本庁舎１階）
保育課　入園係
電話 71-2228

・マイナンバーカード
・住⺠基本台帳カード

　幼稚園・認定こども園に
ついては、各園へお問合せ
ください。認可外保育施設
等については、担当へお問
合せください。

⼦ども医療 窓口　８
（本庁舎１階）
国保年⾦課
医療係
電話 71-2232

幼稚園・認定こども園(幼
稚園コース）の入園

　⼿続きが必要ですので、お持ちください。
（外国籍の方を含む場合は、市⺠課本庁のみの取り
扱いとなります。）

児童手当

保育園・認定こども園(保
育園コース）の入園

窓口　２
（本庁舎１階）
市⺠課　届出係
電話 71-2268

窓口　４
 (本庁舎１階）
こども課
子育て支援係
電話 71-2229

　⾼校⽣年代以下（１８歳に達した年度末まで）
の児童を養育している方（⽗⼜は⺟で所得の⾼い
方）が対象となります。
　前住所地の転出予定⽇の翌⽇から１５⽇以内に
申請してください。
※持ち物が不⾜していても受付は可能です。期限内
に申請してください。

施設等利⽤給付認定
（幼稚園・認定こども
園の預かり保育、認可
外保育施設等の幼児
教育・保育の無償化)

　３〜５歳児、市⺠税非課税世帯の０〜２歳児
で、保育の必要性の有無によって認定が異なります。
別途、申請が必要です。

　福祉医療(⼼⾝障害、精神障害、⺟子・⽗子家
庭、後期⾼齢者福祉)に該当する方の医療費を助成
します。
※ひとり親家庭等の方は子育て支援課、障害者⼿帳等を
お持ちの方は障害福祉課で⼿続きをしてからお越しくださ
い。
 

・マイナ保険証等（資格
確認書等）
・障害者⼿帳等
（お持ちの方のみ）
※⾃⽴支援医療(精神通院)を
申請される場合は、マイナンバー
カード⼜は通知カード

　１８歳到達の年度末までの子どもの「入院及び通
院」医療費（保険診療分）を助成します。

・子どものマイナ保険証等
（資格確認書等）

★

　　　　※持ち物でマイナ保険証をお持ちいただく場合は、医療保険の資格情報の提示をお願いします。



　海外から転入の方は、国⺠年⾦第１
号への加入⼿続きが必要です。また、
在外任意加入中の方は、任意加入の
喪失と国⺠年⾦第１号への加入⼿続
きが必要です。（厚⽣年⾦加入中の
方は、⼿続き不要です。）

　退職等により新たに国⺠年⾦第１号
に加入する場合は、窓口にお越しくださ
い。

　年⾦を受給している方は、住所変更
届が必要か窓口で確認してください。

・障害者⼿帳
・本人名義の預⾦通帳
・マイナンバーの確認できる書類
※⼿当については、担当にお問い合わせください。

・⾝体障害者⼿帳
・マイナ保険証等（資格確認書等）
（同じ健康保険の加入者全員分）
・マイナンバーの確認できる資料
・収入等が確認できる資料（市⺠税非課税の
方のみ）
・前住所で支給認定を受けた際の受給者証
（写しでも可）
・特定疾病療養受療証（該当者のみ）

障害福祉
サービス

更⽣医療

　障害福祉サービスを受給されている方
は、サービス利用の申請をしてください。

・障害者⼿帳
・受給者証(前住所のもの)
・マイナンバーの確認できる書類

　⾃⽴支援医療（更⽣医療）に該当
する方の医療費を助成します。

項　　目 内　　　容 持　　ち　　物

国⺠健康保険 窓口　９
（本庁舎１階）
国保年⾦課
国保係
電話 71-2230

養育医療

後期⾼齢者医療

窓口　８
（本庁舎１階）
国保年⾦課
医療係
電話 71-2232

　勤務先の健康保険(本人・扶養)に
加入していない方は、安城市の国⺠健
康保険に加入してください。
　
　限度額適用認定証等をお持ちの方
は改めて申請してください。
 

・本人確認書類
・マイナンバーカード⼜は通知カード
・口座内容の分かるもの
・通帳印

　未熟児養育医療に該当する方の医
療費を助成します。

　７５歳以上の方(前住所地で後期
⾼齢者医療に加入していた方)は⼿続
きが必要です。

・マイナ保険証等（資格確認書等）
・負担区分証明書（お持ちの方のみ）
・口座内容の分かるもの

担　　　当
・マイナ保険証等（資格確認書等）
・養育医療意⾒書及び世帯の市区町村⺠税
額を証明するもの（必要な方のみ）

窓口　３９
（北庁舎１階）
障害福祉課
障害給付係
電話 71-2259
FAX  74-6789

育成医療 　⾃⽴支援医療（育成医療）に該当
する方の医療費を助成します。

・マイナ保険証等（資格確認書等）
(同じ健康保険の加入者全員分)
・マイナンバーの確認できる書類
・前住所で支給認定を受けた際の医師の意⾒
書と受給者証(写しでも可)
・特定疾病療養受療証（該当する方のみ）

年⾦ 海外からの転入の方
在外任意加入中の方
・本人確認書類⼜は年⾦⼿帳

退職等により国⺠年⾦第１号に加入する方
・本人確認書類⼜は年⾦⼿帳
・離職票⼜は退職証明書

窓口　１０
（本庁舎１階）
国保年⾦課
年⾦係
電話 71-2231

年⾦を受給している方
・本人確認書⼜は年⾦証書

特別児童扶養手当 ・⾝体障害者⼿帳・療育⼿帳・特別児童扶養
⼿当証書
（お持ちの方のみ）
※⼿帳がなくても申請できる場合があります。

窓口　３８
（北庁舎１階）
障害福祉課
障害福祉係
電話 71-2225
FAX  74-6789

　２０歳未満の重度、中度の障害児
を養育している保護者の方は、ご相談く
ださい。

障害(児)者福祉 　障害者⼿帳(⾝体障害者⼿帳、療育
⼿帳、精神障害者保健福祉⼿帳)をお持
ちの方は、住所変更の届出と⼿当など
各種サービスの申請をしてください。

窓口　３９
（北庁舎１階）
障害福祉課
障害給付係
電話 71-2259
FAX  74-6789

★

 ※持ち物でマイナ保険証をお持ちいただく場合は、医療保険の資格情報の提示をお願いします。



市営住宅

介護保険

⾼齢者福祉

窓口　５１
（北庁舎２階）
市⺠税課
軽⾃動⾞税係
電話 71-2213

　原付(125cc以下)・小型特殊は『安城市
ナンバー』の登録⼿続きをしてください。

軽⾃動⾞税の
減免

窓口　６５
（北庁舎３階）
建築課
市営住宅係
電話 71-2240

　新規入居をご希望の場合は、申込みが
必要です。また、すでにある世帯に入居され
る場合は、同居承認の⼿続きが必要です。

　担当にお問い合わせください。

　軽⾃動⾞・⼆輪⾞(125cc超)は、『⾞検
証等の変更⼿続』が必要です。

固定資産税

窓口　４４
 (北庁舎１階）
⾼齢福祉課
⾼齢福祉係
電話 71-2223

窓口　６０
（北庁舎２階）
納税課管理係
電話 71-2216

・通帳⼜は口座内容の確認できるも
の
・通帳印

・介護保険受給資格証明書(前住所
地で発⾏されたもの)⼜はマイナンバー
の確認できる書類

窓口　４７
（北庁舎１階）
⾼齢福祉課
介護給付係
電話 71-2226

担　　　当

　障害者⼿帳等をお持ちの方等で軽⾃動
⾞税減免の対象者は、⾞検証の住所を変
更後に減免の申請をしてください。

　固定資産(土地・家屋等)をお持ちの方で
海外からの転入の場合は、⼿続きが必要で
す。

　⽝の登録事項を変更する⼿続きをしてくだ
さい。⼿続きには⽝の情報(名前、種類、⽣
年⽉⽇)と⽝の新旧所有者の情報(住所、
氏名)が必要です。

・⽝の登録鑑札
・狂⽝病予防注射済票

窓口　５３
（北庁舎２階）
環境都市推進課
環境衛⽣係
電話 71-2206

内　　　容 持　　ち　　物
　⾼齢者福祉サービスを利用したい方はご
相談ください。

・他市町村のナンバープレート⼜は廃
⾞証明書
・本人確認書類

・障害者⼿帳等
・⾞検証　・免許証
・マイナンバーカード⼜は通知カード

窓口　５７
（北庁舎２階）
資産税課家屋係
電話 71-2215

　該当機関にお問い合わせください。

項　　目

市税の
口座振替

　市税の口座振替の申し込み⼿続きを受
け付けします。
※支所、市内に本・支店のある⾦融機関、隣
接市農協及び郵便局でも⼿続きいただけます。
※口座振替Web申込サービスでも⼿続きいた
だけます。詳細は下記QRコードよりアクセスくだ
さい。

　６５歳以上の方は介護保険被保険者
証を交付しますので窓口へお越しください。
 

犬の登録

　前住所地で要介護認定を受けていた方
は、転入⽇から１４⽇以内に申請が必要
です。

原付等の住所変更★

★



学校教育課
学事係
（教育センター３階）
＜横山町＞
電話 71-2254

　あらかじめ転入校へ連絡し⽇程調整のうえ、
右の書類を持参し、転入校へお出かけくださ
い。
　また、私⽴学校等へ就学されているなど、指
定の転入校へ就学しない方は、学校教育課へ
お越しください。

小・中学校

総務課　給食係
(教育センター３階)
＜横山町＞
電話　71-2253

健康推進課
（保健センター）
＜横山町＞
電話 76-1133
事業の詳細について
ては、市ホームページ
をご確認ください。

　土・⽇・祝⽇を除く前⽇までに使用開始の⼿
続きをしてください。市公式ウェブサイトからも24
時間使用開始の申込みができます。

妊産婦・乳児健康診
査受診票等

健康診査 　健康診査のメニューについては、市公式ウェブ
サイトでご確認ください。

　受診票等は担当へお問合わせ
ください。

⼦どもの予防接種 　中学１年⽣までの子どものいる世帯に予防
接種歴届出書が後⽇届きますので、ご提出く
ださい（13歳以上の男子は除く）。

　前住所地発⾏のものを交換しますので、保健
センターへお越しください。

水道

　安城市⽴小中学校の給食費は無償です。ア
レルギー等による恒常的な欠食者や、市外の
小中学校等に在籍する方への補助⾦申請に
ついては担当にお問い合わせください。

　担当にお問い合わせください。

図書館利⽤者カード 　図書館資料の貸出及び施設予約に必要な
利用者カードを発⾏します。

・本人確認書類
（氏名・⽣年⽉⽇・新住所が確
認できるもの）

アンフォーレ課
（図書情報館）
＜御幸本町＞
電話 76-6111

水道業務課
水道お客様窓口
（⻄庁舎１階）
電話 71-2249

　ごみステーションの場所、ごみ出しについては、
町内会⼜はマンション管理者等に確認してくだ
さい。引越しに伴う多量ごみは、収集できませ
んので、市の施設に直接搬入してください。
 ごみの分別方法は「家庭用ごみと資源の分け
方・出し方早わかりブック」をご覧ください。

ごみ処理 清掃事業所
（リサイクルプラザ）
＜堀内町＞
電話 76-3053
環境クリーンセンター
＜和泉町＞
電話 92-0178

⺟子健康⼿帳等の記録を参考
にご記入ください。

ＨＰＶ（⼦宮頸が
ん）ワクチン接種期
間延⻑

　H9.4.2からH21.4.1までに⽣まれた⼥性で
接種期間がR8.3.31まで延⻑となっている方
は、お問い合わせください。

子宮頸がんワクチン接種歴がわ
かるもの
  

担　　　当
児童クラブ

・入会申請書
・就労証明書等
・その他利用に関する申請書等
・口座振替依頼書(未登録の方)

こども課
児童クラブ係
（あんぱ〜く）
 <大東町>
電話 72-2319

　安城市内の児童クラブへの入会をご希望の
方は、ご相談ください。
　翌年度当初（４⽉及び各⻑期休業期間）の入
会申請時期は１１⽉の予定です。年度途中
の入会は随時お問い合わせください。

内　　　容 持　　ち　　物

・就学校指定通知書
　(市⺠課でお渡しします)
・在学証明書　※
・教科用図書給与証明書　※
 (※今まで通っていた学校でお受け
取りください)

・通帳、通帳印
（口座振替をご希望の方）

・妊産婦・乳児健康診査受診票等
(前住所地で発⾏されたもの)
・⺟子健康⼿帳

　義務教育を受けるための経済的な援助(就
学援助)が必要な方は、申請してください。

　転入する学校⼜は担当にお問
い合わせください。


